
※グラウンド部分の範囲を確保した上で、その周辺敷地については、菜園等への使用は可能です。

ただし、活用可能範囲内には、記念碑や樹木、遊具などがあります。これらを撤去もしくは移設する必要がある場合、

具体的な内容については事業者・地域・本市による３者協議体において、協議していただく必要があります。

※マーケットサウンディングにおける資料となりますので、実際の本公募の時点では、本図面と異なる可能性もあります。
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